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◇必要な資格要件（放課後教室等指導員）

（１） 保育士の資格を有する者

（２） 社会福祉士の資格を有する者

（３） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による高等学校（旧中等学校令（昭和１８

年勅令第３６号）による中等学校を含む。）若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第９０

条第２項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による１２年の学校

教育を修了したもの（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を

含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者（第９号において、

「高等学校卒業者等」という。）であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの

（４） 教育職員免許法（昭和 24年法律第 147号）第４条に規定する免許状を有する者

（５） 学校教育法の規定による大学（旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学を含む。）

において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した者（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定に

よる専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）

（６） 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若

しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得し

たことにより、同法第１０２条第２項の規定により大学院への入学が認められた者

（７） 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学

若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

（８） 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専

修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

（９） 子育て支援員とは、都道府県または市町村が実施する研修（「基本研修」及び「専門研修」）

を修了し、保育や子育て支援分野の各事業等に従事する上で、必要な知識や技術等を修得し

たと認められる者

（10） 高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事

した者であって、市長が適当と認めたもの

（11） ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの


